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金融庁防災業務計画 

金融庁訓令第２５号 

平成１３年１月６日 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「基本

法」という。）第３６条第１項、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第

７３号。以下「地震法」という。）第６条第１項、南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第５条第１項及び

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成１６年法律第２７号）第６条第１項の規定に基づき、金融庁の所掌事務

について、防災に関し採るべき措置（災害の発生時等において金融庁及び金融機

関等が、早期に被害の回復を図り、金融システムの機能の維持に必要な最低限度

の業務を継続するために必要な措置を含む。）の基本を定めるとともに、地域防

災計画の作成のための基準を示すことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この計画において、「災害」、「防災」、「防災基本計画」又は「地域防

災計画」とは、それぞれ基本法第２条に規定する災害、防災、防災基本計画又は

地域防災計画をいい、「地震防災」、「地震予知情報」、「地震防災対策強化地

域」又は「警戒宣言」とは、それぞれ地震法第２条に規定する地震防災、地震予

知情報、地震防災対策強化地域又は警戒宣言をいう。 

２ この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 関係機関 基本法第２条第３号から第６号までに規定する指定行政機関、指

定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに都道府県をいう。 

二 金融機関等 預金等取扱金融機関、銀行協会等（預金等取扱金融機関を会員

とする協会をいう。）、保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関、金

融商品取引業者、金融商品取引所、金融商品取引業協会、保管振替機関、振替

機関及び清算機関をいう。 

三 各部局 金融庁組織令（平成１０年政令第３９２号）第２条に規定する各部

局、金融庁設置法（平成１０年法律第１３０号）第１９条に規定する証券取引

等監視委員会事務局及び公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第４１条
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に規定する公認会計士・監査審査会事務局をいう。 

四 財務局等 財務省設置法（平成１１年法律第９５号）第１２条及び第１４条

に規定する財務局及び財務支局をいう（内閣府設置法（平成１１年法律第８９

号）第４３条に規定する沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）。 

 

（実施の基本方針） 

第３条 この計画を実施するに当たっては、関係機関の行う防災活動との間の緊密

な連絡調整を図ることにより、防災活動の総合的な推進に寄与するとともに、わ

が国及び地域の金融の中枢機能が、災害の発生時等においても継続して運用され

るよう、実効的かつ包括的な体制の整備に努めるものとする。 

 

第２章 防災体制の確立 

 

（災害対策本部） 

第４条 内閣府特命担当大臣（内閣府設置法第１１条に規定する特命担当大臣をい

う。以下「大臣」という。）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、当該災害の規模その他の状況を勘案して特別の必要があると認めると

きは、第１６条に規定する地震災害警戒本部を設置する場合を除き、直ちに大臣

を長とする金融庁災害対策本部又はそれに準じる対策機関（以下「金融庁災害対

策本部等」という。）を設けるものとする。 

２ 前項の金融庁災害対策本部等の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要

な事項については、別紙１に定めるところによる。 

３ 金融庁災害対策本部等は、財務局及び日本銀行等の関係機関と密接に連携をと

りながら、防災活動の適切な運営を図るものとする。 

 

第５条 大臣が指揮をとれないときは、内閣府副大臣が金融庁災害対策本部の長の

職を代行するものとする。 

２ 内閣府副大臣がその職務を代行し得ないときは、内閣府大臣政務官、金融庁長

官（以下「長官」という。）、総括審議官、総合政策局長、金融国際審議官、企

画市場局長、監督局長、証券取引等監視委員会事務局長の順で指揮をとるものと

する。 

 

（連絡体制及び参集体制） 

第６条 金融庁災害対策本部の構成員（あらかじめ定める代理となる者を含む。）

は、携帯電話を携帯すること等により常時連絡が取れるようにするものとする。 
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２ 前項の構成員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、即

時に参集できるよう、平常時から、金融庁又は代替施設への複数の交通手段を確

認しておくものとする。 

３ 別に定めるところにより指定された者は災害発生後即時に参集し、必要な情報

収集及び連絡等を行うものとする。この円滑な実施のため、平常時より、庁内関

係者、関係機関、海外当局等及び金融機関等との間で、災害発生時における連絡

方法の確認等を行う。 

 

（防災業務実施要領の作成） 

第７条 財務局長（財務局等の長をいう。以下同じ。）は、法令に基づき長官より

委任されている権限に関する事務につき、この計画に定める基準に準じて、防災

業務実施要領を作成するものとする。 

 

（防災活動体制の整備） 

第８条 各部局の長は、この業務計画を的確かつ円滑に実施するため、職員に対す

る防災及び安全に関する対応（避難地・避難路の確保、帰宅困難者への対応を含

む。）、知識の普及、通信手段の多様化を含む通信施設の充実、災害が発生した

場合における情報の収集及び伝達機能の強化、非常参集体制の整備、庁舎管理体

制の確立（必要な代替設備等の整備を含む。）、各部局相互間の連絡の確保、非

常用発動機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄、

避難地、避難路等の確認、その他防災活動の整備に努めるものとする。 

 

（金融機関等の業務継続体制の確立） 

第８条の２ 各部局の長は、各金融機関等において、災害時等において早期に被害

の回復を図り、金融システムの維持に必要な最低限度の業務（このために必要な

外部委託した業務を含む。）の継続が可能となるよう体制整備が図られているか

について、実態把握に努め、必要に応じ、法令等に基づき、その改善を求めるも

のとする。各部局の長は、こうした行政上の対応を円滑なものとするため、必要

に応じ、行政上の対応の考え方、着眼点等を示すものとする。 

 

（防災訓練の実施） 

第９条 長官は、関係機関や金融機関等と連携しながら、金融庁防災業務計画の適

切な実施その他の金融庁の防災に関し必要と認める訓練を適時に実施するものと

する。その際、国民保護措置に関する訓練との有機的な連携に配慮するものとす

る。 
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２ 長官は、職員に対して以下の事項の周知徹底に努める。 

一 災害に関する一般的な知識 

二 金融庁防災業務計画の内容及びその適切な実施に必要な知識 

 

第３章 災害応急対策及び災害復旧 

 

（応急措置の実施） 

第１０条 各部局の長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、そ

の所掌事務に関し、財務局及び日本銀行等の関係機関と密接な関係を図りつつ、

基本法、防災基本計画、業務計画その他法令等に基づき、災害の発生又は拡大の

防止のための所要の応急措置（金融機関等の中枢業務の継続又は復旧のために必

要な措置を含む。）を速やかに実施するものとする。 

２ 各部局の長は、災害の発生等により、金融機関等の通常業務の継続が困難とな

った場合には、金融機関等又は財務局等に対してその状況及び今後の対応等につ

いて、速やかに報告を求める。 

３ 金融国際審議官は、必要に応じ、海外当局等との連携に努めるものとする。 

 

（金融に関する措置） 

第１１条 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、

被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需

要状況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認

める範囲内で、預金等取扱金融機関に対し、次の各号に掲げる措置を適切に講じ

るよう要請するものとする。 

一 災害関係の融資に関する措置（災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融

資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等被災

者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずることをいう。） 

二 預貯金の払戻し及び中途解約に関する措置（預金通帳、届出印鑑等を焼失又

は流失した預貯金者については、り災証明書の提示その他実情に即する簡易な

確認方法をもって被災者の預貯金払戻しの利便を図ること、及び事情やむを得

ないと認められる被災者については、定期預金、定期積金等の中途解約又は当

該預貯金を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずることをいう。） 

三 手形交換、休日営業等に関する措置（災害時における手形交換又は不渡処分、

金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること、並び

に窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分

配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等、被災者の便宜



 

- 5 - 

を考慮した措置を講ずることをいう。） 

２ 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災

地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需要状

況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める

範囲内で、保険会社及び少額短期保険業者に対し、保険金の支払いについては、

できる限り迅速に行うよう配慮し、保険料の払込みについては、契約者のり災の

状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を適切に講じるよう要請するも

のとする。 

３ 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、被災

地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状等に応じ、適当と認め

る機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内で、電子債権記録

機関に対し、取引停止処分、休日営業等に関する措置（災害時における取引停止

処分等、電子債権記録機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮

すること等をいう。）を適切に講じるよう要請するものとする。 

 

（金融商品取引業に関する措置） 

第１２条 監督局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、

被災地を管轄する財務局長を通じて、現地における災害の実状及び応急資金の需

要状況等に応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認

める範囲内で、金融商品取引業者に対し、印鑑を紛失した場合の拇印による預り

金の払出しや有価証券の売却代金の即日払い等、被災者顧客に対する便宜を考慮

した適時的確な措置を講ずることを要請する。 

２ 企画市場局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、

被災地を管轄する財務局長を通じて、又は直接に、現地における災害の実状等に

応じ、適当と認める機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、必要と認める範囲内

で、金融商品取引所、金融商品取引業協会、保管振替機関、振替機関及び清算機

関に対し、売買立会時間の臨時変更、振替請求の制限及び株券交付の制限等を行

うことにより、参加者等の売買取引及び決済についての業務に支障が出ないよう

考慮した適時的確な措置を講ずることを要請する。 

 

（実施措置等の報告） 

第１３条 各部局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、速やかに当

該災害の状況、実施された措置及びその実施状況を長官に報告するものとする。 

 

（被災者に対する的確な情報提供等） 
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第１４条 各部局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、次に掲げる

措置を適切に行うものとする。 

一 各部局の長が講じている施策等に関する情報を適切に被災住民等に提供する

こと。 

二 必要に応じ関係機関等と協力して、速やかに、被災住民等からの問い合わせ

に総合的に対応すること。 

 

第４章 地震防災強化計画 

 

（地震予知情報等の伝達） 

第１５条 地震予知情報及びこれに関する情報については、別紙２に定めるところ

により、迅速かつ的確に職員へ伝達するものとする。 

 

（地震災害警戒本部の設置） 

第１６条 大臣は、警戒宣言が発せられたときは、金融庁に金融庁地震災害警戒本

部を設けるものとする。 

２ 前項の金融庁地震災害警戒本部の名称、組織、処理する事務の内容その他の必

要な事項については、別紙３に定めるところによる。 

３ 金融庁地震災害警戒本部が設置された場合には、この計画の第５条の規定を準

用するものとする。この場合において、「金融庁災害対策本部」とあるのは、

「金融庁地震災害警戒本部」と読み替えるものとする。 

 

（警戒宣言時の情報提供） 

第１７条 各部局の長は、警戒宣言が発せられた場合において、それぞれの所掌事

務の運営について必要があると認めるときは、報道機関等を通じて適時適切に情

報提供を行うものとする。 

 

（金融機関等への要請） 

第１８条 監督局長は、警戒宣言が発せられたときは、管轄区域内に地震防災対策

強化地域の一部を含む財務局長を通じて、必要に応じて、適当と認める機関又は

団体と緊密な連絡をとりつつ、預金等取扱金融機関に対し、その業務の円滑な遂

行を確保するため、次の各号に掲げる措置を適切に講じるよう要請するものとす

る。 

一 必要最小限の業務以外の業務を停止し、状況に応じて、継続された業務の営

業を平穏裡に停止に移行する等、適切な応急措置 
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二 前号の措置を講ずる場合において、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上

で現金自動預払機において預金の払戻しを継続する等、居住者の日常生活に極

力支障をきたさないような措置 

三 発災後の業務の円滑な遂行を確保するための、重要書類及び物品等の安全確

保並びに要員の配置等についての適切な応急措置 

四 前三号に掲げるほか、地域の金融上の混乱の未然防止に十分配慮した措置 

２ 監督局長は、警戒宣言が発せられたときは、管轄区域内に地震防災対策強化地

域の一部を含む財務局長を通じて、必要に応じて、適当と認める機関又は団体と

緊密な連絡をとりつつ、保険会社及び少額短期保険業者に対し、営業所における

営業を停止する等、適切な応急措置を講ずることを要請するものとする。 

３ 監督局長は、警戒宣言が発せられたときは、管轄区域内に地震防災対策強化地

域の一部を含む財務局長を通じて、必要に応じて、適当と認める機関又は団体と

緊密な連絡を取りつつ、電子債権記録機関に対し、営業所の営業を停止する等、

適切な応急措置を講ずることを要請するものとする。 

４ 監督局長は、警戒宣言が発せられたときは、管轄区域内に地震防災対策強化地

域の一部を含む財務局長を通じて、必要に応じて、適当と認める機関又は団体と

緊密な連絡をとりつつ、金融商品取引業者に対し、その業務の円滑な遂行を確保

するため、次の各号に掲げる措置を適切に講じるよう要請するものとする。 

一 必要最小限の業務以外の業務を停止し、状況に応じて、継続された業務の営

業を平穏裡に停止に移行する等、適切な応急措置 

二 発災後の業務の円滑な遂行を確保するための、重要書類及び物品等の安全確

保並びに要員の配置等についての適切な応急措置 

三 前二号に掲げるほか、地域の投資家保護に十分配慮した措置 

５ 企画市場局長は、警戒宣言が発せられたときは、管轄区域内に地震防災対策強

化地域の一部を含む財務局長を通じて、又は直接に、必要に応じて、適当と認め

る機関又は団体と緊密な連絡をとりつつ、金融商品取引所、金融商品取引業協会、

保管振替機関、振替機関及び清算機関に対し、その業務の円滑な遂行を確保する

ため、次の各号に掲げる措置を適切に講じるよう要請するものとする。 

一 円滑な売買取引及び決済に支障が生じないようにするための、決済時限の変

更又は決済条件の変更等、適切な応急措置 

二 前号に掲げるほか、参加者等の売買取引及び決済の円滑な遂行に十分配慮し

た措置 

 

（報告） 

第１９条 各部局の長は、次に掲げる事項を正確かつ迅速に金融庁地震災害警戒本
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部に報告するものとする。 

一 前条に定める措置の実施状況 

二 その他必要と認める事項 

２ 前項に規定する報告の経路及び方法については、第１３条の規定を準用する。 

 

（防災教育） 

第２０条 長官は、職員に対して次の事項を中心とする地震防災上の教育を実施し、

地震防災に関する知識が徹底するよう努めるものとする。 

一 地震及び津波に関する一般的な知識 

二 警戒宣言の性格及びこれに基づき採られる措置の内容 

三 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的に採るべき

行動に関する知識及び職員が果たすべき役割 

四 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識及び今後取り組む

必要のある課題 

 

第５章 地域防災計画の作成の基準 

 

（地域防災計画の作成の基準） 

第２１条 各部局の長は、地域防災計画の作成に関し、第３章の規定の趣旨に沿う

よう都道府県防災会議等を指導するものとする。 

 

第６章 補 則 

 

（証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会） 

第２２条 金融庁設置法第６条に規定する証券引等監視委員会及び公認会計士法第

３５条に規定する公認会計士・監査審査会は、所掌事務の実情に即して防災に関

する体制の整備に努めるものとする。 

 

（防災業務計画の見直し） 

第２３条 長官は、政府全体の防災に関する基本方針、金融機関等の業務や防災対

策等の状況、防災訓練の実施状況等を踏まえ、必要があると認めるときは、これ

を修正するものとする。 

 

（実施の細目） 

第２４条 この業務計画に定めるもののほか、防災に関し採るべき措置の細目につ
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いて必要な事項は、別に定める。 

 

（銀行協会等に関する読替え） 

第２５条 銀行協会等について第８条の２、第１０条第１項及び第２項の規定を適

用する場合には、第８条の２中「その改善を求める」とあるのは「その改善を要

請する」と、第１０条第１項中「業務計画その他法令等に基づき」とあるのは

「業務計画に基づき」と、同条第２項中「速やかに報告を求める」とあるのは

「報告を要請する」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。 

 

附 則（平成１６年３月１９日金融庁訓令第６号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１６年７月１日金融庁訓令第４０号） 

この訓令は、平成１６年７月１日から施行する。 

 

附 則（平成１６年１２月１５日金融庁訓令第５６号） 

この訓令は、平成１７年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成１７年１２月２２日金融庁訓令第５５号） 

この訓令は、平成１７年１２月２２日から施行する。 

 

附 則（平成１８年８月３０日金融庁訓令第３７号） 

この訓令は、平成１８年８月３０日から施行する。 

 

附 則（平成１９年６月２０日金融庁訓令第１６号） 

この訓令は、平成１９年６月２０日から施行する。 

 

附 則（平成２０年６月３０日金融庁訓令第２１号） 

この訓令は、平成２０年６月３０日から施行する。 

 

附 則（平成２３年１２月１４日金融庁訓令第３６号） 

この訓令は、平成２３年１２月１４日から施行する。 
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附 則（平成２４年８月２９日金融庁訓令第３７号） 

この訓令は、平成２４年８月２９日から施行する。 

 

   附 則（平成２５年６月２６日金融庁訓令第９号） 

 この訓令は、平成２５年６月２６日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年８月２８日金融庁訓令第４０号） 

 この訓令は、平成２６年８月２９日から施行する。 

 

   附 則（平成３０年８月３１日金融庁訓令第２７号） 

 この訓令は、平成３０年８月３１日から施行する。 

 

   附 則（令和３年５月３１日金融庁訓令第３号） 

 この訓令は、令和３年５月３１日から施行する。 
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（別紙１） 

金融庁災害対策本部設置運営要領 

 

１．目的 

この要領は、金融庁防災業務計画（平成１３年金融庁訓令第２５号、以下「業

務計画」という。）第４条第２項の規定に基づき、金融庁に金融庁災害対策本部

（以下「対策本部」という。）を設ける場合の名称、組織、処理する事務の内容

その他必要な事項について定めることを目的する。 

 

２．対策本部の名称 

対策本部の名称は、災害の種類に応じて「金融庁○○対策本部」とする。 

 

３．対策本部の処理する事務 

対策本部は、次に掲げる事務を処理するものとする。 

イ 災害関係法令及び業務計画の規定に基づいて、各部局の行う災害応急対策及

び災害復旧を推進するための施策の総合調整に関すること。 

ロ 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事務の総括に関すること。 

ハ 基本法第２３条の３に基づき設置される特定災害対策本部、同法第２４条に

基づき設置される非常災害対策本部、同法第２８条の２又は第１０７条に基づ

き設置される緊急災害対策本部その他の関係機関との連絡調整に関すること。 

ニ その他本部長が必要と認める事務 

 

４．対策本部の組織 

・ 対策本部構成員 

イ 対策本部の長は、金融庁○○対策本部長（以下「本部長」という。）とし、 

対策本部の事務を総括する。 

ロ 対策本部に副本部長、本部員及び幹事を置く。 

ハ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代行

する。 

ニ 本部長、副本部長、本部員及び幹事は、別添に掲げる官職にある者をもっ

て充てる。 

・ 本部会議 

イ 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成す

る。 

ロ 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、対策本部の処理する事務に関
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する重要事項の審議、調整等を行う。 

・ 幹事会 

イ 対策本部に幹事会を置き、総括審議官及び幹事をもって構成する。 

ロ 幹事会は、総括審議官が必要に応じて招集し、対策本部の事務について審

議、調整等を行う。 

 

５．対策本部の設置場所 

対策本部は、金融庁庁舎内に設けるものとする。 

但し、金融庁庁舎が被災により使用不能となったときは、本部長が適当と認め

る場所に設けるものとする。 

 

６．庶務 

対策本部の庶務は、総合政策局総務課において処理するものとする。 

 

７．対策本部構成員の参集 

対策本部構成員は、参集の要請を受けたとき、対策本部設置の事実を知ったと

き、又はあらかじめ定める対策本部設置要件に該当する災害が発生したときは、

対策本部に参集するものとする。 

 

８．対策本部の廃止 

対策本部は、本部長が適当と認めたときに廃止するものとする。 
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（別添） 

 

金融庁災害対策本部構成員 

 

本部長     大臣 

副本部長    副大臣 

        大臣政務官 

        長官 

総合政策局長 

総括審議官 

本部員     金融国際審議官 

        総合政策局審議官 

        総合政策局参事官 

        企画市場局長 

        監督局長 

        証券取引等監視委員会事務局長 

        公認会計士・監査審査会事務局長 

        その他本部長が指名する者 

幹事      総合政策局秘書課長 

        総合政策局総務課長 

        総合政策局総務課国際室長 

        総合政策局総合政策課長 

        総合政策局リスク分析総括課長 

        企画市場局総務課長 

        監督局総務課長 

        証券取引等監視委員会事務局総務課長 

        公認会計士・監査審査会事務局総務試験課長 

        その他副本部長が指名する者 
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（別紙２） 

 

金融庁における地震予知情報等の伝達の経路及び方法 

 

１．伝達の経路 

金融庁における地震予知情報等の伝達の経路は、別図のとおりとする。 

２．地震予知情報等連絡担当者の設置及び登録 

別図に示された各課室の長は、あらかじめ勤務時間内及び勤務時間外において

地震予知情報等の連絡に当たる者（以下「地震予知情報等連絡担当者」とい

う。）を設けて、総合政策局総務課に登録しておくものとする。 

３．地震予知情報等連絡担当者等の責務 

・ 総合政策局総務課（金融庁警戒本部等が設置されたときは、金融庁警戒本部

等。以下同じ。）は、地震予知情報等を受理したときは、地震予知情報等連絡

担当者に当該地震予知情報等の伝達を行うものとする。 

・ 地震予知情報等連絡担当者は、総合政策局総務課から地震予知情報等を受理

したときは、それぞれ所属する部局において迅速かつ的確に地震予知情報等の

伝達を行うものとする。 

４．伝達の方法 

総合政策局総務課又は地震予知情報等連絡担当者が地震予知情報等の伝達を行

う場合には、通常の電話その他適当と認める方法により行うものとする。 

（別図） 
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（別紙３） 

 

金融庁地震災害警戒本部設置運営要領 

 

 

１．目的 

この要領は、金融庁防災業務計画（平成１３年金融庁訓令第２５号、以下「業

務計画」という。）第１６条第２項の規定に基づき、金融庁に金融庁地震災害警

戒本部（以下「警戒本部」という。）を設ける場合の名称、組織、処理する事務

の内容その他の必要な事項について定めることを目的とする。 

 

２．名称 

警戒本部の名称は、「金融庁地震災害警戒本部」とする。 

 

３．警戒本部の処理する事務 

警戒本部は、次に掲げる事務を処理するものとする。 

イ 災害関係法令又は業務計画の規定に基づいて、各部局の行う地震防災応急対

策の実施に関する総合調整に関すること。 

ロ 地震法第１０条に基づき設置される地震災害警戒本部その他の関係機関との

連絡調整に関すること。 

ハ 広報に関すること。 

ニ その他本部長が必要と認める事務。 

 

４．警戒本部の組織 

・ 警戒本部構成員 

イ 警戒本部の長は、金融庁地震災害警戒本部長（以下「本部長」という。）

とし、警戒本部の職務を総括する。 

ロ 警戒本部に副本部長、本部員及び幹事を置く。 

ハ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代行

する。 

ニ 本部長、副本部長、本部員及び幹事は、別添に掲げる官職にある者をもっ

て充てる。 

・ 本部会議 

イ 警戒本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成す

る。 
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ロ 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、警戒本部の処理する事務に関

する重要事項の審議、調整等を行う。 

・ 幹事会 

イ 警戒本部の下に幹事会を置き、総括審議官及び幹事をもって構成する。 

ロ 幹事会は、総括審議官が必要に応じて招集し、警戒本部の事務について審

議、調整等を行う。 

 

５．警戒本部の設置場所 

警戒本部は、金融庁庁舎内に設けるものとする。 

 

６．庶務 

警戒本部の庶務は、総合政策局総務課において処理するものとする。 

 

７．警戒本部構成員の参集 

警戒本部構成員は、参集の要請を受けたとき、警戒本部設置の事実を知ったと

き又は警戒宣言が発せられたことを知ったとき、対策本部に参集するものとする。 

 

８．警戒本部の廃止 

警戒本部は、金融庁災害対策本部等が設置されたとき又は警戒宣言が解除され

たときに廃止するものとする。 
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（別添） 

 

金融庁地震災害警戒本部構成員 

 

本部長     大臣 

副本部長    副大臣 

        大臣政務官 

        長官 

総合政策局長 

総括審議官 

本部員     金融国際審議官 

        総合政策局審議官 

        総合政策局参事官 

        企画市場局長 

        監督局長 

        証券取引等監視委員会事務局長 

        公認会計士・監査審査会事務局長 

        その他本部長が指名する者 

幹事      総合政策局秘書課長 

        総合政策局総務課長 

        総合政策局総務課国際室長 

        総合政策局総合政策課長 

        総合政策局リスク分析総括課長 

        企画市場局総務課長 

        監督局総務課長 

        証券取引等監視委員会事務局総務課長 

        公認会計士・監査審査会事務局総務試験課長 

        その他副本部長が指名する者 

 



 

 

金融庁防災業務計画第２４条に基づく実施細目 

 

（中枢機能の維持及び復旧目標） 

第１条 災害時において、当庁が継続すべき中枢業務は別紙１のとおりとする。各部局において

は、災害に応じ、これら業務の継続が図られるよう、連絡体制の整備、代替職員の配置等体制

整備を図る。 

２ 各部局においては原則として、災害後（災害に伴い危機的状況が発生した場合には、その沈

静化後）１０営業日以内を目処として、別紙１以外の業務等の復旧を目指す。復旧が遅滞する

場合は、その旨及び復旧の目処を遅滞なく公表する。 

 

（担当者の設置） 

第２条 各部局において別紙２のとおり、防災調整担当官を配置し、平常時における防災業務体

制の整備について連絡・調整等を行うものとする。 

２ 金融庁災害対策本部設置運営要領（金融庁防災業務計画・別紙１）の４に基づく幹事会構成

員は、別紙１における各課室長（災害対策本部幹事を除く。）のうち、災害に応じて、総括審議

官が指名する者とする。 

 

（職員の防災及び安全性） 

第３条 総合政策局総務課は、関係課室と連携して、災害時における対応（災害時における職員

の安否確認の体制を含む。）を示した資料を職員に配布し、その周知に努める。 

２ 総合政策局秘書課は、職員の防災及び安全性の確保のため必要な情報（災害時の避難地、避

難路を含む。）について職員に周知を図る。また、災害時には、職員の安否確認を実施するとと

もに、業務従事者への対応や帰宅困難者への対応に必要な体制整備を図る。 

３ 各部局の総務課等は、災害時には、総合政策局秘書課と連携して、各部局の職員の安否に係

る情報を把握するとともに、安全確保等に努める。 

 

（通信手段） 

第４条 総合政策局総務課は、金融庁災害対策本部及び幹事会の構成員等、政府の防災関係部局、

日本銀行との間で、災害時においても利用可能な連絡手段の確保に努める。 

２ 各部局は、災害時に連絡が必要となる関係者（海外当局等を含む。）との間で、利用可能な連

絡手段の確保に努める。 

３ 総合政策局秘書課情報化統括室は、災害時等においても、可能な限り金融庁システム（外部

委託を含む。）が稼動し、又は、早急に復旧できるよう体制整備を図る。 

 

（情報収集及び伝達機能） 

第５条 総合政策局総務課は、以下の場合には、直ちに、内閣府と連絡をとり、事態の把握を行

うとともに、必要に応じ、各部局に対して金融機関等の被害状況等の把握を求める。 

（１）政府に非常（緊急）災害対策本部が設置された場合 



 

 

（２）東京２３区以内で震度５強以上の地震が発生した場合 

（３）その他地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

（４）津波警報（大津波）が発表された場合 

（５）東海地震注意情報が発表された場合 

（６）その他、総括審議官が必要と認める場合 

 

（非常参集体制） 

第６条 別紙１における各課室長があらかじめ定める非常時参集者は、以下の状況の場合は、直

ちに参集する。金融庁災害対策本部及び同幹事会構成員は、下記状況が生じたことを認識した

際には、直ちに、非常時参集者のいずれかと連絡をとるように努める（大臣、副大臣、政務官

及び長官は秘書官を経由して行う。）。 

（１）東京２３区以内で震度６強以上の地震（首都直下地震）が発生した場合 

（２）その他、総括審議官が必要と認める場合 

２ 別紙１における各課室長は、非常時参集者の参集が困難な場合に備え、あらかじめ予備者を

定めることとする。 

３ 非常時参集者に宿舎等を手配するに当たっては、当該業務の遂行に可能な限り配意する。 

 

（庁舎管理体制） 

第７条 総合政策局秘書課管理室は、庁舎の防災対策状況を確認する。 

２ 総合政策局秘書課管理室、情報化統括室並びに総務課等は、庁舎が使用不可能又は使用が危

険である場合に、代替となる施設（このためのシステム、データ、参集体制の整備を含む。）を

整備するよう努める。 

 

（発電、燃料、食料） 

第８条 総合政策局秘書課管理室は、災害時等における業務、帰宅者への対応等に必要な生活必

需品、燃料等の確保に努める。 

 



 

 

別紙１ 災害時において継続すべき業務 

総合政策局 担 当 

 金融庁職員の安全確保等に関する業務 秘書課 

 庁舎等の管理 管理室 

 生活必需品等の管理 

 情報システムの管理に関する業務 情報化統括室 

 金融庁災害対策本部の庶務 総務課 

 連絡体制の整備、関係職員の参集に関する業務 

 政府災害対策本部との連絡窓口 

 災害時における金融庁の対応等に関する情報の一般国民への

発信 

広報室 

 海外当局等との連携に関する業務 国際室 

 相談等受付業務 金融サービス利用

者相談室 

企画市場局  

 災害時における金融商品取引所等の業務に関する業務（災害時

以降の金融庁の指示に基づき提出される報告の受領以外の取

引所等からの受付業務等を除く） 

市場課 

 EDINET システムの管理・運用業務 企業開示課 

監督局  

 災害時における金融機関等の業務に関する業務のとりまとめ

等総合調整 

総務課 

 災害時における金融機関等の業務に関する業務（災害時以降の

金融庁の指示に基づき提出される報告の受領以外の金融機関

等からの受付業務等を除く） 

信用機構対応室、 

金融会社室、 

郵便貯金・保険監督

参事官室、 

銀行第一課、 

銀行第二課、 

協同組織金融室、 

保険課、 

証券課 



 

 

別紙２ 防災調整担当官 

防災調整担当官 防災調整担当補佐 

総合政策局秘書課長 秘書課課長補佐 

同局管理室長 管理室課長補佐 

同局情報化統括室長 情報化統括室課長補佐 

同局総務課長 総務課課長補佐 

同局広報室長 広報室課長補佐 

同局国際室長 国際室課長補佐 

同局金融サービス利用者相談室長 金融サービス利用者相談室課長補佐 

同局リスク分析総括課長 リスク分析総括課課長補佐 

企画市場局市場業務監理官 市場課課長補佐 

監督局総務課長 監督局総務課課長補佐 

同局信用機構対応室長 信用機構対応室課長補佐 

同局金融会社室長 金融会社室課長補佐 

同局郵便貯金・保険監督総括参事官 郵便貯金・保険監督総括参事官室課長補佐 

同局銀行第一課長 銀行第一課課長補佐 

同局銀行第二課長 銀行第二課課長補佐 

同局協同組織金融室長 協同組織金融室課長補佐 

同局保険課長 保険課課長補佐 

同局証券課長 証券課課長補佐 

証券取引等監視委員会総務課長 証券取引等監視委員会総務課総括調整官 

公認会計士・監査審査会総務試験課長 公認会計士・監査審査会総務試験課総括調整

官 

 


